[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK2]様式第２号の２
　　年　　月　　日　
（あて先）千　葉　市　長

届出人氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※）　　　

（※）法人の場合は、記名押印してください。　　　　　　　　　　　　　
法人以外でも、本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。
届出人住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号（日中連絡先）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

契約者との関係（　家主　・　管理会社　・　その他（　　　　　　　））

住宅扶助等の代理納付に係る調査回答書兼同意書

下記「代理納付に係る留意事項」記載の内容をよく理解し、これらの事項に同意の上、契約者に係る住宅扶助等代理納付の振込先金融機関等について回答します。

記

[bookmark: _Hlk170725468][bookmark: _Hlk170747338]１　代理納付に係る留意事項
（１）生活保護法第３７条の２に基づき、住宅扶助等の代理納付が行われた場合であって、住宅扶助費過誤払い期間における賃貸借契約に基づく賃料債権がない場合など、千葉市から既に代理納付された家賃等の全部または一部の返還を求められたときは当該金品について、速やかに返還すること。
（２）生活保護法第３７条の２に基づき、住宅扶助等の代理納付を行う場合は、千葉市は第三者の立場で被保護者の家賃等の債務を弁済するものであって、賃貸人との関係で家賃等の債務を負うものではないこと。

２　住宅扶助等（一時扶助（敷金等・前家賃・更新手数料・住宅維持費）を含む。）代理納付の振込先金融機関等
	契約者名
	
	契約者住所
	

	住宅費の種類
（いずれかに○印を付けてください）
	住宅費の月額
	共益費の月額
（共益費を代理納付する場合記載）

	家賃・間代・地代
	円
	円

	振　　込　　先

	金融機関名（ゆうちょ銀行以外）
	預金種別
	口座番号
（右詰めで記入）

	銀行
	支店
	１普通

２当座
	
	
	
	
	
	
	

	金融機関コード
	
	
	
	
	支店コード
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ゆうちょ銀行
（貯金通帳の見開き左上またはキャッシュカードに記載された記号・番号をご記入下さい。）
	通帳記号
（6桁目がある場合は※欄に記入）
	通帳番号（右詰めで記入）

	
	
	
	
	
	
	※
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	口座名義人（フリガナ）
	

	口座名義人（漢　字）　
	


　※　今後、金融機関の支店統廃合や名義人変更等により内容に変更があった場合は、速やかに届け出ます。
[bookmark: OLE_LINK5]　※　敷金等とは、敷金、礼金、権利金、不動産手数料、火災保険料、保証料のことで、必要やむを得ないと認められるものをいいます。


